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生徒指導の 点 た不登校特例校と夜間学 の生徒の相 の教育

国 一の 立 中学校の取り組 とに

     

( 教育 会）

本研究 不登校 た 間部生徒と 学 に義務教育 果たす と

た夜間部生徒 国 て い学 国 一の学校 る

立 中学校の実 とに 不登校特例校と夜間学 の生徒の相 の教育

生徒指導の 点 の生徒指導に 要 方 する と

と た 生徒指導 行 上 教 に る 用 の る ・ 中学校の

取り組 に た

：夜間中学校 不登校 生徒指導 生徒指導論

1. 

(1)

「 ー の社会に た

た 間生

に つつ る た社会

の 生 社会の

る に いる中 教育の在り方

た に ている と

る 」（文部科学省, 2015a）と中 教育 会・

論点整理 ている に

・ フ ー フ

ー 機の所 当たり の に普

ている中 子 たちに の

ている実 ている に

に り ての

一 く の へと

に 通 て学 生 の

機会 ている た と

い と つ い と り る 不

ている す 知 た

り い 間 社会 育 上 要

る機会 場 子 たちの

に つつ る の

の 日 の生 の中 者（ ち

の ）との い り つ と

く り い 不登校 の す

ている

い い けた子 の教育

ける く の の 成

の 成に ている

場 に て の子 の生 た

に 生 の 未来

お る

い の （文部科学省 2022a） 1

に す に 8 つ る 「

い 文 と る 」

上 い た 「

等 中 と る 」

年 向に る

1  の

い 文

と る

間 に り る

く つ たり り て

たり たりする

く つ たり たり

たりする

生徒指導の視点から捉えた不登校特例校と
夜間学級の生徒の相互交流の教育的価値

─全国唯一の京都市立洛友中学校の取り組みをもとに─

髙 垣 明 夫
（京都市教育委員会）
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た る

たり たり た

り て たりする

と い と と

たり たりする

等 中

と る

に 「 」（ る る く

く る け る ）「

理 」（ に る い

間 の 別 い 子 の の に

て る ）「 」（ に

る い く不 にす

る い に て に て行 い

）「 」（子 への 行

行 る る た る

フ の にする ）の 4 つ

り 子 の の 成 するの

に の生 た に

生 る と る（ 生 省）

子 の り す等の

理 く ている

不登校について 年 の一 た り

国 方 において てい

る の要 い 教

との関 る問題 学 不 学校に

する の 子の関 の不和

に する の 生 リ の ・

不 本 に する の り

に ている場

る た ーについ

て く 知 ている

令和 3 年度の不登校児童生徒 お 24

（ 年度 り 4 8 く ）と

と た に る生 の

生 リ すい 社会

の確保 学校行 の中

学校生 において る中 登校す

る にくい に た と

と て ている

不登校児童生徒にと て の との

頼関 ていく 程 社会 間

の につ り 結果と て児童生徒の社会

立につ ると 文部科学省 てい

る

(2)

本研究 不登校 た 間部生徒と

学 に義務教育 果たす と

た夜間部生徒 国

て い学 国 一の学校 る

立 中学校の実 とに 不登校特

例校と夜間学 の生徒の相 の教育

生徒指導の 点

の生徒指導に 要 方 する と

とする

2. 

(1)

文部科学省 不登校と 年間に

て30日 上 た児童生徒の

ち 「 の 理 るい

社会 要 ・ に り 児童生徒 登校

い るい たくと い に

る者（た 理 に る者

く）」（文部科学省）と 義 ている

令和 4 年 10 月 27 日に文部科学省 た

「令和 3 年度児童生徒問題行動・不登校等生徒

指導上の諸課題に関する調査結果の概要」（文

部科学省, 2022a）に ると 令和 3 年度の不登

校児童生徒 1 の に 244,940 （

年度 196,127 ） り 児童生徒 1,000

当たりの不登校児童生徒 25.7 （ 年度

20.5 ） た

図 1  生徒 の
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・中学校の在 児童生徒 ている

に 不登校児童生徒 1

る に 9 年

と ている た 不登校児童生徒 の ち

90 日 上 た者 55.0 （134,655 ）

に 不登校児童生徒

ている と す る

た 不登校の要 について 文部科学省

「学校に る 」（「い 」「い

く 関 る問題」「教 との関

る問題」「学 の不 」「進 に る不 」

「 動 部 動等への不 」「学校の

り等 る問題」「 学 学 進

の不 」）「 に る 」（「 の生

の 」「 子の関 り方」「 の

不和」）「本 に る 」（「生 リ の

行」「 ・不 」） て 「い

に 当 い」の 4 ー 14 に

ている の中 たる要 一つ

学校 て と た の 2 る

の の上段 別の不登校児童生

徒 段 の ている

2  の の 生徒

学校 中学校

不登校児童生徒 81,498 163,442 244,940

学 校 に

る

い

245 271 516

0,3% 0,2% 0,2%

い く

関 る問題

5,004 18,737 23,741

6,1% 11,5% 9,7%

教 との関

る問題

1,508 1,467 2,975

1,9% 0,9% 1,2%

学 の不

2,637 10,122 12,759

3,2% 6,2% 5,2%

進 に る不

160 1,414 1,574

0,2% 0,9% 0,6%

動 部

動等への不

10 843 853

0,0% 0,5% 0,3%

学校の り等

る問題

537 1,184 1,721

0,7% 0,7% 0,7%

学 学 1,424 6,629 8,053

進 の不 1,7% 4,1% 3,3%

に

る

の生

の

2,718 3,739 6,457

3,3% 2,3% 2,6%

子の関 り方

10,790 8,922 19,712

13,2% 5,5% 8,0%

の不和

1,245 2,829 4,074

1,5% 1,7% 1,7%

本 に

る

生 リ の

行

10,708 18,041 28,749

13,1% 11,0% 11,7%

・不

40,518 81,278 121,796

49,7% 49,7% 49,7%

上 に 当

3,994 7,966 11,960

4,9% 4,9% 4,9%

2 ると 学生 中学生に ると不

登校児童生徒 に ている た

学校 学年 上 るにつ て 特に

学年の の い 学校

学年の く成

ち る る の

く る と に する

て の に

り 等 ち すく る る

て 中学校の に り

と る の の る

とに るとと に と

実との いに の中

の生 方 る る と

関 ていると る

不登校の要 別に ていくと 「 ・

不 」 学校 40,518 （49.7 ） 中学

校 81,278 （49.7 ）と に く

くの ている い

「生 リ の 行」 学校

10,708 （13.1 ） 中学校 18,041

（11.0 ） り 本 に る ・中学

校 に 60 ている

の の特 と て 学校 「 子の関

り方」 10,790 （13.2 ）と く

（ 理 ） （

）に る子 への る 中
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学校に ると 8,922 （5.5 ）と ている

年 に と の

る に ている とに ると

る

中学校 「い く 関 る

問題」 18,737 （11.5 ）と い と

実との いに の中

生 ている るの く 関

く と ていく生

徒 いる と る た 「学 の不 」

10,122 と 学校（2,637 ）のお 4 に

ている 中学校に て に学

く るとと に く り ている

生徒 いる と る

た の たる要 一つ て

と た の り 本来 要

に ている のと る

(2)

平成 28 年 12 月 14 日に た教育機会

確保法 に 「義務教育の段階における

普通教育に相当する教育の機会の確保等に関

する法律」と い 教育基本法 児童の

に関する 等の にの とり 不登校児童

生徒に する教育機会の確保 夜間等において

行 学校における 学機会の 供 の

の義務教育の段階における普通教育に相当

する教育の機会の確保等 に推進する

と と ている

教育機会の確保等に関する 策 に

す「第 」 基本理 と て行 け

い と て い る （ 文 部 科 学 省 , 

2017a）

3  

一   ての児童生徒 学校生

り て教育 け る 学校

における の確保 る にす

る と

  不登校児童生徒 行 学 動

の実 の不登校児童生徒の

に た 要 支援 行 る

にする と

  不登校児童生徒 て教育

に け る 学校における の整

る にする と

  義務教育の段階における普通教育に相

当する教育 に けてい い者の

に つつ の年 国

の の置 ている に り

く の に た教育 ける機会

確保 る にするとと に の者

の教育 通 て 社会において 立

に生 る基 い 生 る

と る の教育 の 向

上 る にする と

  国 方 教育機会の確保等に

関する 動 行 間の の の関

者の相 の の に行 る

にする と

の法律 学校に行く と 100 解

い と ている 「不登校 に

り る」とい 方に基づ 「学校に行

くの 普通の子 」 「不登校に るの 特

別 子 」とい と てい

る 不登校 い子 「学校へ行 たく

い」と と る て

学校へ行く ー ている子

理に学校に行 とすると

て元 く り の 調不

る と る 「学校に行 け 」と

い 不登校に て 場

る

保 者の立場と て 学校 る と

する と い と

る 子 の に け 子

ー る に る

との の法律 ている た

子 保 者 学校 と

の る ち て

いと て の法律 つく ている

た の法律 行 た 夜間中学

国 8 に 31 校の設置にと てい



─ 37 ─

生徒指導の視点から捉えた不登校特例校と夜間学級の生徒の相互交流の教育的価値

―5―

た 3 の「第 」第 に基づ 文部

科学省 夜間中学 くと ・指

に 1 校 設置 る の設置

進 た とに り 在 15 に 40

校 設置 ている に令和 4 年 4 月に

立 中学校（ ） 相 立

中学校 校夜間学 （相 ） 立

中学校夜間学 （ ） 立

中学校（ ）の 4 校 たに 校 た

令和 5 年 4 月に

令和 6 年 4 月に と

校 ている た 取

本 本

設 ている

令和 2 年の国 調査（ 等基本 ）

中学校 の義務教育 てい い

の 898,748 （ ち 国 28,755 ）

た の ち 学校 学校の

804,293 （ ち 国 19,731 ） 学校

に 中学校に 在学 た と い の未

学者 94,455 （ ち 国 9,024 ）

た（教育 2022）

夜間中学 義務教育 い 学

た 不登校 に

り 教育 け い 中学校

た 本国 義務教育 てい い

国 の 学 場と て す す

要 果たすと ている

3. 

(1)

の 理

の 登校 い学 生徒のた

に 部学 （夜間学 ） 設 てい た

1950( 和 25)年に 12 中学校 設 1954

（ 和 29）年に 14 中学校に た

度 成 の進 とと に 部学

に ていく中 1968 年に り く

設 た 文中学校の 部学 け 学

者 と て 1970 年 する

とと た（ の の 学 の年に

と た）

の中 部の 子 に

り の つの中学校（ 文・成 ・ ・

・ ） る とに り の一

つ る 文中学校 2007 年 3 月 31 日に 校

する とと た て 年 4 月 1 日に

不登校 とする 間

部生徒と ・ 別 学

に義務教育 果たす と た

夜間部生徒 国 て い学

国 一の学校 る 中学校 元

文中学校の教育 設 の 用する

校 た

「『学 たい』との に 生徒

て 『学 』と『 る 』

る学校」 学校教育 と て 平成 27・

28 年度の 2 年間 者 校 と て学校 に

取り組

不登校特例校（ 1） る 間部 770

間の年間 基本と ている 4 の校

に す に 13:30 に 間部

10 間の学 50 の 3 間行 未

学等に る学 る生徒 いるの

育成支援 学生 と

に 要に て の生徒に た学

進 ている た 16:35 の 学

ている に 夜間部生徒 登校 てくる

4 の

学 13:30 13:40 (10 )

1 校 13:40 14:30 (50 )

2 校 14:40 15:30 (50 )

3 校 15:40 16:30 (50 )

4 校 16:35 16:50 (15 )

5 校 17:00 17:30 (30 )

6 校 17:30 18:40 (70 )

18:40 19:10 (30 )

7 校 19:10 20:20 (70 )

学 20:20 20:35 (15 )

5 校 間部・夜間部生徒の 学

・ 日の 6 校 間部・夜間部

間
部

夜
間
部
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17:00 17:30 の 30 間（5 校 ）

間部と夜間部の生徒 する 間 る

に の学 行 ている 教 の の

夜間部生徒 に一生 に の

学 ている の 間部生徒

の当たりに 学 ている

  

2 昼 夜間部の の 間 (1) の

夜間部生徒 に 向 に学 て

いる て 間部生徒 日 「学 とと

の 」「 のた に学 の 」とい

「学 の 点」 取 ている

た 文 に向けての「 り 」 文

生学 の「中国の 文 」 の 動

・夜間部 の ー とに行 ている

年 国 てお い 理解 い

間に ている

図 3  昼 夜間部の の 間 (2)

・ 日の 6 校 間部・夜間部

70 間の実 教科（ 日：

日： 保 育… ）の ける

に に け

ている夜間部生徒の 間部生徒 学

の ー ている

夜間部の 6・7 校 の 70 間の設

る 日本語 りにくい夜間部生

徒に 「 くり くり り」

と学 る に 文中学校 部学

の の る

年 夜間部生徒の 平 年

ている（ 2） と て 平成 30 年

度 夜間部の 間 「45 間」の

3 間に ている

中学校 夜 の行 5

の 年間行 組 ている 学

1 月 た 6 月に 間部の 学

「S.T.A.R.T」 実 する の 「 .

と. . の. 」 る た 7 月の ・

夜間部 の 学 「S.T.E.P」の

「 . と. . 」

て 3 月の 間部 「S.T.A.N.D」の

「 . と. . い. 」 る

の に た ー ・夜間

部の生徒たち た

5 の 年間

4 月

（ 夜 ）

学 （夜間部）

学（ 間部）

5 月 学 会（ 間部）

校 学 （ 夜 ）

6 月 会（ 夜 ）

学 「S.T.A.R.T」（ 間部）

7 月

第

学（ 間部）

学 「 S.T.E.P」（ 夜 ）

9 月 文 （ 夜 ）

10 月 フ ー 学 （ 間部）

生 方 究 （ 間部）

11 月 学 行（ 夜 ）

第

12 月 科学 ー学 （ 夜 ）

年 会（ 夜 ）

1 月 （ 夜 ）
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第 （ 間部 3 年）

2 月 の文 に る い（ 夜 ）

第 3 （ 1 2 年 夜間）

3 月 「S.T.A.N.D」（ 間部）

別 会（ 夜 ）

（ 夜 ）

た 不登校 た 学 に

ていた 間部生徒 6 月の 学

「S.T.A.R.T」 つ に

取り ていく て ・夜間部 の

学 「S.T.E.P」 学 行（生徒

）の中 の年

る夜間部生徒と いて

と る に り 社会 間 の成

につ ている た 夜間部生徒 間

部生徒との 通 て 「 たち に立

ている」とい 実 ち

ている

学 行の ー に の

の た

・「夜間部の方と く た た 」

・「ち の いとたち い た 」

・「 とと た て た 」

・「 て た り

い と た 」

・「 の 学 行 一 た 」等

の に 中学校において 間部と

夜間部の の 間 の行 教

育 動と て 置 けている

図 4  昼 夜間部 の

   （ ）

(2) 1

平成 26 年度に 中学校 た 間部

生徒 の年の 11 月に実 た 中

学校 文 論 会 た「

て 」の一部 に す

たち 間部 「 の 間」に 夜間

部の生徒 と一 に 動 たり

けたり てい す とて

に に学 てお す 夜間

部の生徒 て に

の と いつ てい

た

と 夜間部生徒 の文

の中に つけ た 「

学 たい 学 の す 」 の

学 たい 夜間部の生徒 に

た のす く と る

のに い い とい のへの

方 の中 く てい た

の「 義務 」とい 方

く い のに て た

の 「 り てする

の」と い た 夜間部の生徒

の の の

いる い の と り

た

・ 別 学 に

学校 学 と た夜間部生徒の

「学 たい 学 」とい ち

に 向 に学 ている 不登校

た 間部生徒の に ー

ている と る

の 間部生徒 論 の に結

いる

の の に

てお す するの

と い す に た り

いてい け の 本
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た と 確実に成 たと

い す 「 中学校とい 場所」「学 たい

学 とい と 」 にと て

点 す と て て

る つけたいと て

い す

・ の生徒

くの の 論 り 成 成

と た に い とに

「会 」 の一 いた夜間部

生徒 たちの生 の に 間部

生徒の につ たと

る とと た

図 5  

（ ）

平成 28 年 12 月 4 日・5 日に 60 年

会と て 中学校 実 た第 61 国

夜間中学校研究 会において 「 の

」と題 て 「 間部」「夜間部」「 の 間」

について ・夜間部の 生徒

ー て た の

上 の 間部 生 国 て

た夜間中学の生徒の の 『

て 』 た 会場の

る け の中 の一 一 に

ていた すると 育

に た に「学 の 点」

者 と た 間と た

(3) 2

平成 28 年 3 月 15 日 6 中学

校 育 において 行 た 間部

生徒 2 夜間部 生徒 2

間部 子生徒 「 に来る

ると い の中 く り

た

い た とて た す

て る に り た

の く て の に い

た と 『 の けた

場所 』と てい す 」

と た 文 用 中学校

の学 り た

実 の 日に 日 の 者

・夜間部 4 の 当者に ー

たいとの依頼 た 間部生徒

ー ける と に

る とについて 保 者と相 た上 解す

る とに た た り

い と と た 夜間部生徒

者と ー ける

と に る と た

に る と 解 た

間部 子生徒 「 関 の

中学 1 年の 不登校に た

年 5 月に 中に 相 に い

い に た 生 生と す 間

く 4 月 た に 日登校 る

に た る た本来の に た

た 校に行 た 取り 来に生

たい 」と ー

に た

た く 当 た 間部 子生徒

「中学 1 年の 9 月 リ ー

育 当日に た り るの

学校に通 く た の

たいと 中に た りとの 方

生に

け す にすると と る

ついた いけ と

成 いといけ い の 間

と す ちに の 所に づけた
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来 のた に る 指すつ り 」

と ち けた

6  答辞を読む昼間部の男子生徒と女子生徒

【毎日新聞 2016（平成 28）年 3 月 24 日】

夜間部の 当者の一 る 子生徒

78 の中国 日本 児の方 り 「

生 第 の 2 の

国策の と て 6 中国・ 省

に た く り

と生 別 中国 義 の元 育 た

中学に行け た中国 の と一 に 2011

年に 中に 学 た 間との会 通 て

日本語への の

の日 た たけ

た たく の と 学 たい」

と た

夜間部の 一 の 子生徒 「 学 6 年

の 2 学 の 日 学校に行け く り

と りに た 4 年

に り て一 取り た

の 機に 上つ い い い

と 中への 学 た 生の年

の い た 文 の 年

務 た と

てい た い学校生

た り成 て い

い と いの の程度 いけ

いと する 校 て

結 て に く るの 」

と語 た

図 7  卒業式後 談笑する夜間部答辞担当者

【毎日新聞 2016（平成 28）年 3 月 24 日】

・夜間部の 4 の 当者

ー ている に つ い

と向 い 中学校 の学

通 て てい た と

語り に た ー の い

いて くく た 校 に 在校

生 の方 て教 つく

て 間部 5 夜間部 17 の 生 く

り た

4.

中学校の教 生徒と ー

取る に に リ

け ・夜間部生徒の立場に立 て

行動 「 」に理解 と て

いる た ・夜間部生徒の 「

ち け て た」と 生徒

実 る に関 ている 本 の

りの け と「

度」 た 「 生 てく ている」

と実 る に「 度」 す

る に ている 「 に る に

にくい い する り

く た 」と生徒 る

関 り け る とに り

に教 との 頼関 特に

間部生徒に「 ・ 頼 」 育 てい

た 「 ・ 頼 」 育 ると 支

と り 日 の教育 動に ー い

てくる
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生徒理解に基づ 支 の と

行 課 動 において の生徒

に の場 する とに り 「

要と ている」「 の に立 ている」と「

用 」 る と る た

において ー 「 た・

た・お い」の り す とに

り 「 る」と「 」

「 」 る と る の

日 る とに り の課題と

向 い 課題解 成 へと 進 る

と 生徒一 一 の「 実 」につ

ている

す ・夜間部生徒にと て

中学校 在 充実

る場所にするた に 教 に り添

い「 ・ 度」 ている

の と に教 に る「居場所づくり」

とい と る

た 日 の ・夜間部の「 の 間」

・夜間部 の「 会」「 学 行」

の学校行 において 夜間部生徒 に

間部生徒に関 ている と 「絆づくり」と

に い の る て 間部

生徒にと て の年 る夜間部

生徒との 頼関 ていく 程 社会

間 の につ り 結果と て 間

部生徒の社会 立に 立 ているとい

と る

5. 

生徒指導に 社会 の 間へと成

す とい ・ ・ ー

実 問題行動の解 る と

る 生徒指導と 者の問題

行動への と ち た 児童生

徒の成 す と 問題行動の

と り いて の る学 学校

づくりにつ る 学校行

た部 動 す ての教育 動において

「 指導 」の育成 要 るとい る

「 指導 」と 「 の の場 の

行動 る て

て 実行する 」 り 「 行動」と

「 のた に り の のた に る

行動」と る と る

の 生徒指導 ・ 画 に

て組 に するた に 教 に

る と 児童生徒一 一 の

に 向け とする教育

と児童生徒 する に ち け

る と る に の 中学

校の教 に ている る

た 果 生徒指導 するた に教

に る について 中学校の

取り組 学 と る に

児童生徒一 一 に ・ 度

（ リ ） 頼関

する 通 て く

児童生徒 理解する 児童生徒の置

ている実 の在り方 別

する 児童生徒に

用 育 の特 生

児童生徒の 指導 育てる

の教 ・ た関 機関

と て取り組 「生徒指導の 機

」 生 た の る づくり 学 づ

くり 行 る 「生徒指導の 機

」と 「 の場 る」「 在

る」「 間関 育成する」

る

上 の ・ に に く

の く 日 の生徒指導実 に 省 に

取り組 中 ていく の る た

て 教 に の の する

とと に 児童生徒への と

研 に る

6. 

本研究 不登校

とする 間部生徒と ・ 別に

て学 に義務教育 果たす と

た夜間部生徒 国 て

い学 国 一の学校 る 立
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中学校の実 生徒指導の 点

た の中 間部と夜間部の の 間

の学校行 の い 間部

生徒の学 の ーにつ ている

と 夜間部生徒の る一 に

ている と 確 する と た

た の年 る夜間部生徒と

の 頼関 ていく 程 間部生徒

にと て 社会 間 の につ り

結果と て 間部生徒の社会 立に 立

ている と た

中学校の教 間部 夜間部の生

徒に に り添い ・

度（ リ ） する とに

り 頼関 生徒の

用 育 いる と 用 り

一 の学校において 要 関 り方・

け るとい と る の と

生徒指導 行 上 教 に る

2 つ 7 つ する と た

に 立 中学校 「 リ ー

リ ーに学 場に ている」とい

る

注

（ 1）平成 17年 7月 特別 法に る特

803「不登校児童生徒等 と た学校設置に

る教育課程 」の 国 に り 特別

教育課程 成する学校（「不登校特例校」）

指 る とと た 文部科学 す

特別の教育課程に る義務教育等 実

る 組 る 令和4年 在 国 21校（

ち 立学校 12校 立学校 9校） 指 けて

いる （「特例校（不登校児童生徒 とする特

別の教育課程 成 て教育 実 する学校）に

ついて」 り, 文部科学省）

（ 2）平成27年度 28年度の夜間部生徒の つい

て 日本 （中国 児 不登校生） 国・

（在日 日） 中国 （中国 児

者・ 日） た 令和に て

ー フ リ 日本 の不

登校 て ている た 平 年 について

平成28年度 62.3 た 令和 4年度

55.7 と く ている （「 中学校夜間部の

国 別生徒 年 成 」 り）
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